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平成２７年３月１９日
国土交通省東北地方整備局

仙台河川国道事務所

「第２期河川協力団体」の授与式を開催 

〔名取川水系〕 

河川法第５８条の８に基づき、名取川水系の国管理区間について東北地

方整備局長から新たに「河川協力団体」１団体、活動範囲の変更１団体が

指定されました。 

指定された河川協力団体に対して仙台河川国道事務所で下記のとおり指

定証の授与式を行います。 

１．会 場：東北地方整備局 仙台河川国道事務所 ５階 情報管理室 

２．日 時：平成２７年３月２７日（金）１０時００分～１０時３０分 

３．河川協力団体指定団体名 

①特定非営利活動法人広瀬川の清流を守る会〔名取川水系広瀬川〕（変更） 

②特定非営利活動法人水・環境ネット東北〔名取川水系名取川・広瀬川〕（新規）

４．その他：東北地方の指定団体一覧は下記 URL でダウンロード可能です。 

【東北地方整備局】http://www.thr.mlit.go.jp/ 

記 

※ 平成 25 年 6 月の河川法改正により、河川管理者は、河川協力団体の指定を行うこ

とができることとなりました。 

今回指定された河川協力団体に、河川管理者のパートナーとして活動していただ

き、美しい河川環境の整備など、これまで以上に地域の方々と連携して河川の管理を

行っていきます。 

問い合わせ先 

国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所
仙台市太白区あすと長町４－１－６０ 
電話：０２２－２４８－４１３１（代表） 

０２２-３０４-１８１３（河川管理課直通） 

副所長（河川担当） 栗田
く り た

 信
のぶ

博
ひろ

（内線２０４） 

河川管理課長    松
まつ

芳
よし

 健一
けんいち

（内線３３１） 

＜発表記者会：宮城県政記者会、東北電力記者会、東北専門記者会＞ 

※ 河川協力団体とは、河川法第５８条の９に定める河川管理に関する業務を適正かつ確実に行うことができると河

川管理者が認め、指定する団体である。 

※ 取材される方は予め御連絡願います。 



 

※駐車スペースに限りがありますのでご来所の際はできるだけ公共交通機関をご

利用ください。 

授与式会場案内図

 

新庁舎 

〒９８２－８５６６ 

宮城県仙台市太白区あすと長町四丁目１番６０号 

５階情報管理室 

平成２６年５月７日（水）に庁舎が移転しました。 


